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の 、 納 情
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し 代 に 登 号 条
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務 希 の 者 る の に 二 年
を 少 氏 の 事 交 よ 十 月
行 野 名 氏 項 付 る 一 日
う 生 ） 名 を を も 条 及

号

２
一
条 ハ

前 例
項 第 繁
各 二 殖
号 十 方
に 一 法
掲 条 及

一 よ る 動 に 第
月 り そ 役 植 掲 四
三 消 の 員 物 げ 項
十 滅 相 事 る の
日 し 続 業 場 規

た 人 を 合 則
場 廃 の で
合 止 区 定

し 分 め
金 そ た に る

の 場 応 事
曜 法 合 じ 由

人 当 は

の 及 及 の 第
対 び び と 一
象 交 住 す 項
と 付 所 る の
す 年 。 規（
る 月 法 定
特 日 人 に
定 に よ
希 あ る
少 っ 変
野 て 更
生 は 等
動 、 の

る 十 植 合 第 し 及 及
。 三 物 に 四 、 び び
条 事 あ 項 又 交 所
第 業 っ の は 付 在
一 の て 規 登 年 地
項 変 は 則 録 月 ）
の 更 、 で 証 日
規 等 そ 定 が
則 の れ め 滅
で 届 ぞ る 失
定 出 れ 登 し
め ） の 録 た
る 施 証 事

た 動 及 記 受 の 第 び
め 植 び 載 け と 三 番
の 物 住 し た す 項 号
施 の 所 た 者 る の
設 個 申 は 。 登（
が 体 法 請 、 録
複 の 人 書 そ 証
数 譲 に を の （
存 渡 あ 提 者 以
在 し っ 出 が 下
す の て し 登 こ
る 業 は て 録 の
場 務 、 再 証 条

げ 第 び
る 二 繁
事 項 殖
項 の 計
規 画
則
で
定
め
る
事
項
は

日 を 特 該 、
代 定 各 次
表 希 号 の
す 少 に 各
る 野 定 号
役 生 め に
員 動 る 掲
で 植 も げ
あ 物 の る
っ 事 と 場
た 業 す 合
者 者 る と

で 。 し
あ 、

植 商 届
物 号 出

又 は
は 、
名 次
称 に
、 掲
主 げ
た る
る 事
事 項
務 を
所 記
の 載

事 設 の 情
項 に 掲
は 掲 示
、 示 は
前 す 、
条 る 譲
第 も 渡
一 の し
項 と の
第 す 業
一 る 務
号 。 を
か 行
ら う

合 を 商 交 を に
に 行 号 付 亡 お
あ う 又 を 失 い
っ た は 受 し て
て め 名 け 、 「
は の 称 る 又 登
、 施 、 こ は 録
登 設 主 と 登 証
録 の た が 録 」
証 名 る で 証 と
を 称 事 き が い
亡 及 務 る 滅 う
失 び 所 。 失 。
し 所 の し ）
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次
に
掲
げ
る
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と
す
る
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っ 規
た 則
個 で
人 定
又 め

第 第
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七 管 管 定 六 管 に
条 理 理 に 条 理 関
地 地 よ 地 す

条 区 区 る 前 区 る
例 の 」 告 条 の 指

所 し
在 た
地 届
及 出
び 書

第
五 四 三 二 一 す 十 （

る 五 生
生 生 生 生 生 。 条 息
息 息 息 息 息 地
地 地 地 地 地 条 等
等 等 等 等 等 例 保

第 た
三 め
号 の
ま 施
で 設

第 ３
十 閉 フ 当 業（
四 条 鎖 ァ 特 該 者

第 条 例 後 イ 定 記 の
三 第 三 ル 希 録 事
章 条 二 年 又 少 を 務
例 十 間 は 野 も 所

、 在 所 た は
又 地 在 と 、
は 地 き 別（
滅 譲 及 は 記
失 渡 び 、 第

２ 第
る ィ 二 一 物 十
物 ー 前 地 名 ご 三
・ 項 譲 及 及 譲 と 条（

以 ロ 各 り び び り に
下 ム 号 渡 代 住 受 、 条
そ に し 表 所 け 次 例

五 四（
帳
簿 法 法
の 人 人
記 が が
載 合 破

第 区 と 示 の 指 針
三 域 読 に 規 定 の
十 内 み つ 定 の 案
二 に 替 い は 告 の
条 お え て 、 示 縦
第 け る 準 条 ） 覧
五 る も 用 例 場
項 行 の す 第 所
の 為 と る 三
規 の す 。 十
定 許 る こ 二
に 可 。 の 条
よ の 場 第

保 保 保 保 保 第 護
護 護 護 護 護 三 区
区 区 区 区 区 十 の
の の の の の 一 指
指 指 指 指 名 条 定
定 定 定 定 称 第 の
の の に の 四 告
区 区 係 区 項 示
域 域 る 域 の ）
、 の 指 規
指 保 定 定
定 護 希 に
に に 少 よ

生 第 八 当 磁 生 っ に
息 二 条 該 気 動 て お
地 十 第 帳 デ 植 前 い
等 八 二 簿 ィ 物 項 て
の 条 項 を ス 事 の 電
保 第 の 保 ク 業 帳 子
護 二 証 存 等 者 簿 計
に 項 明 し を は へ 算
関 の 書 な 含 、 の 機
す 証 ） け む 第 記 そ
る 明 れ 。 一 載 の
規 書 ば ） 項 に 他
制 は な を の 代 の
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磁 の 掲 た 者 た に 第（
気 他 げ 個 の 譲 個 掲 二
デ こ る 体 氏 り 体 げ 十
ィ れ 事 の 名 受 を る 五
ス ら 項 数 ） け 譲 事 条
ク に が 量 た り 項 に
等 準 電 相 渡 を 規
」 ず 子 手 す 記 定
と る 計 方 場 載 す
い 方 算 が 合 し る
う 法 機 法 は た 帳
。 に に 人 、 も 簿
） よ 備 に 譲 の は
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五 掲 等 条
げ 保 例
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し 管
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動 と シ 所 手 野
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第 こ 標 又 第 可 し
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） 生 る 則 い 分
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一 は と 第 日 法 二
号 、 す 八 又 号
及 次 る 項 は か
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第 掲 規 定 第
二 げ 定 日 五
号 る に 号
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掲 面 る で
げ を 届 に
る 添 出 掲
図 付 は げ
面 し 、 る

及 十 出 法 の を
び 二 ） を 付 明
住 条 明 近 ら
所 第 ら の か
八 か 状 に（

法 項 に 況 し
人 の し を た
に 規 た 明 縮
あ 則 縮 ら 尺
っ で 尺 か 五
て 定 千 に 万
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、 る の た の

は び を 法 の
、 完 軽 付（
次 了 減 指 近
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げ 定 た 係 況
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面 方 定
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て
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防 め げ に 立
設 の る 掲 面
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項
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た る 立 上
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良 産 七 若 漁 る
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の 路 物 の く 整 岸 殖
他 を の 二 は 備 漁 又

た
届
出
書
を

ヌ リ チ
す す れ の（

海 る 沿 漁 る 条 規た
洋 事 岸 港 こ 例 定施
水 業 漁 法 と 第 に設

所 。 図 び
在 及 天
地 び 然
及 構 色
び 造 写
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所
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地
及
び
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昭 三 年
和 項 法

道 改 育 第 沿 開 場 は
路 築 成 一 岸 発 整 養
の し に 項 漁 計 備 殖
現 、 関 に 場 画 開 の
状 又 す 規 保 に 発 た
に は る 定 全 基 法 め
著 増 事 す 事 づ の（
し 築 業 る 業 く 昭 施
い す に 基 又 魚 和 設
変 る 係 本 は 礁 四 を
更 こ る 計 同 設 十 改
を と 施 画 法 置 九 築
及 設 に 第 事 年 し（

産 に 業 第 。 五 よで
資 係 の 三 十 りあ
源 る 生 十 一 漁っ
開 施 産 四 条 港て
発 設 基 条 第 施条
促 を 盤 に 二 設例
進 改 の 規 項 と第
法 築 整 定 の み三
第 し 備 す 規 な十
七 、 及 る 定 さ二
条 又 び 漁 に れ条に は 開 港 よ て第規 増 発 管 る い四

い 号 第 設 第 他 規 れ
て イ 三 置 十 こ 定 ら
は に 条 す 条 れ に に
公 掲 第 る 第 ら よ 類
共 げ 一 こ 一 に り す
施 る 号 と 項 類 、 る
設 施 に 。 に す 又 工
用 設 掲 規 る は 作
地 に げ 定 工 保 物
に つ る す 作 安 を
限 い 施 る 物 目 設
る て 設 測 を 的 置
。 は 、 量 設 で す

危 域 等 第 変 若 防（
険 又 防 二 更 し 昭 止
区 は 止 条 を く 和 の
域 急 法 の 及 は 三 た
の 傾 第 規 ぼ 増 十 め
管 斜 三 定 さ 築 九 の
理 地 条 に な す 年 施
の の に よ い る 法 設
た 崩 規 り も こ 律 を
め 壊 定 指 の と 第 改
に に す 定 又 百 築
標 よ る さ は 六 し
識 る 地 れ 河 十 、

四 に 律
十 規 第
四 定 百
年 す 一
法 る 号
律 地 ）
第 す 第
五 べ 二
十 り 条
七 防 第
号 止 一
） 施 項
第 設 に

ぼ 小 を 基 六 業 法 、
さ 規 改 づ 条 、 律 又
な 模 築 く 第 水 第 は
い の し 水 一 産 四 増
も 拡 、 産 項 動 十 築
の 幅 又 動 に 植 九 す
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伐 の 。 た こ 減 で
に 木 工 と を あ
限 竹 作 。 及 っ
る を 物 ぼ て
。 伐 を さ 次
） 採 操 せ に
す す 作 る 掲
る る す こ げ
こ こ る と る

る 又 日
こ は
と 公
。 立

の
大
学
に
あ
っ
て
は
知
事

る る 能 。 廃（
産 法 を 昭 水
業 律 有 和 を
廃 第 す 二 排
棄 八 る 十 出

九
ヌ リ

野 に 営 又 路 と
生 動 港 む は 事 海 。
動 力 湾 た 同 業 上
植 船 法 め 法 の 運

法 傾 川 防 保
第 斜 管 止 安
三 地 理 法 施
条 崩 施 第 設
に 壊 設 二 事

、

チ ト ヘ
改 定 又 査 壊
良 土 す 遊 は 雪 の 危
施 地 る 漁 航 崩 た 険
設 改 遊 船 空 の め 区

廃 お 採
水 い す
を て る
排 当 こ
水 該 と

。

ホ ニ
又 川 条 指 用 に

急 は 予 第 定 河 し よ
傾 航 定 一 を 川 、 る
斜 空 地 項 目 法 又 地

と と こ 。 も
。 。 と の

に
よ
り
、

八
ハ ロ イ 車
し せ 指 馬 道

地 、 海 る 定 砂 若 路
す 又 岸 こ さ 防 し 、
べ は 法 と れ 法 く 広

に
通
知
し
た

チ
十 物
号 海 処
に 洋 理
規 汚 施

物 を 第 に 第 免 送
の 使 四 動 二 許 法
種 用 条 力 十 を （
の す の 船 一 受 昭
個 る 規 を 条 け 和
体 こ 定 使 の た 二
そ と に 用 規 者 十
の 。 よ す 定 、 四
他 り る に 同 年
の 設 こ よ 法 法
物 立 と り 第 律
の さ 。 旅 二 第
捕 れ 客 十 百

の 良 漁 業 機 防 に 域
管 法 船 の を 止 、 の
理 業 適 着 の 車 管（
の 昭 を 正 陸 た 馬 理
た 和 営 化 さ め 若 又
め 二 む に せ の し は
に 十 た 関 る 工 く 同
、 四 め す こ 事 は 項
車 年 に る と を 動 の
馬 法 車 法 。 目 力 規
若 律 馬 律 的 船 定
し 第 又 と を に（
く 百 は 昭 す 使 よ

地 機 の の 的 第 は す
の を 指 規 と 三 航 べ
崩 着 定 定 す 条 空 り
壊 陸 を に る 第 機 防
に さ 目 よ 調 一 を 止
よ せ 的 る 査 項 着 区
る る と 河 に 陸 域（
災 こ す 川 同 規 さ の
害 と る 保 法 定 せ 指
の 。 も 全 第 す る 定
防 の 区 六 る こ を
止 を 域 条 河 と 目
に 含 の 第 川 。 的

り 航 第 。 た 第 は 場
等 空 三 土 一 動 、
防 機 条 地 条 力 田
止 を に の に 船 、
法 着 規 監 規 を 畑
第 陸 定 視 定 使 、
三 さ す の す 用 牧
条 せ る た る し 場
第 る 海 め 砂 、 及
一 こ 岸 に 防 又 び
項 と 保 、 設 は 宅
に 。 全 車 備 航 地
規 区 馬 の 空 以

定 染 設
す 及 に
る び 設
海 海 け
洋 上 ら
施 災 れ
設 害 る
か の 廃
ら 防 水
汚 止 処
水 に 理
又 関 設
は す 備

獲 た 不 条 八
等 港 定 の 十
を 務 期 規 七
す 局 航 定 号
る が 路 に ）
こ 海 事 よ 第
と 面 業 り 三
で の の 不 条
あ 清 許 定 の
っ 掃 可 期 規
て 又 を 航 定
次 は 受 路 に
に 浮 け 事 よ
掲 遊 た 業 り

は 九 動 和 る 用 る
動 十 力 六 調 し 急
力 五 船 十 査 、 傾
船 号 を 三 の 又 斜
を ） 使 年 た は 地
使 第 用 法 め 航 崩
用 二 す 律 に 空 壊
し 条 る 第 、 機 危
、 第 こ 九 車 を 険
又 二 と 十 馬 着 区
は 項 。 九 若 陸 域
航 第 号 し さ の
空 一 ） く せ 指
機 号 第 は る 定

関 む 指 一 そ と
す 。 定 項 の す
る ） 又 に 他 る
法 の は 規 の 調
律 た 同 定 公 査
第 め 法 す 共 の
三 に 第 る の た
条 、 五 河 用 め
第 車 十 川 に に
一 馬 六 区 供 、
項 若 条 域 す 車
に し 第 の る 馬
規 く 一 指 水 若
定 は 項 定 路 し

定 域 若 管 機 外
す の し 理 を の
る 管 く 若 着 地
地 理 は し 陸 域
す の 動 く さ の
べ た 力 は せ う
り め 船 維 る ち
防 に を 持 こ 知
止 、 使 又 と 事
区 車 用 は で が
域 馬 し 同 あ 指
の 若 、 法 っ 定
管 し 又 第 て す
理 く は 二 次 る

廃 る か
水 法 ら
を 律 汚
排 第 水
出 三 又
す 条 は
る 第 廃
こ 一 水
と 号 を
。 に 排
規 出 八
定 す
す る
る こ

げ 油 者 の 一
る の が 届 般
も 回 当 出 旅
の 収 該 を 客

の 事 し 定
た 業 た 期
め を 者 航

を に 二 動 こ を
着 規 条 力 と 目
陸 定 第 船 。 的
さ す 一 を と
せ る 項 使 す
る 土 に 用 る
こ 地 規 し 調

、

す 動 の 、 の く
る 力 規 同 管 は
急 船 定 法 理 動
傾 を に 第 又 力
斜 使 よ 五 は 船
地 用 る 十 そ を
崩 し 河 四 の 使

、

又 は 航 条 に 区
は 動 空 の 掲 域
同 力 機 規 げ 内
項 船 を 定 る に
の を 着 に も お
規 使 陸 よ の い
定 用 さ り て

、

船 と
舶 。
又
は
同
条
第
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の が し 施 る 後 物 は
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ニ ハ
十 水 除 は （

農 四 面 水 く 工 昭
条 業 号 の 産 。 事 和
例 、 ま 管 資 ） を 二
第 林 で 理 源 実 十
三 業 に 計 保 施 六

号外第

十
ロ イ ニ ハ

第 第 項 る 前
四 保 第 場 保 各 内 航九
十 安 六 合 安 号 水 路号
四 林 号 を 林 に 面 標及
条 の 、 含 の 掲 に 識び
に 区 第 む 区 げ お の第

号

ロ イ
る
こ 気 測
と 象 量
。 、 、
地 実
象 地

一 号 内 第 公 る め 成
月 か に 四 共 土 立 し
三 ら お 項 団 地 て 、
十 第 い 第 体 の 、 又
日 十 て 七 の 区 又 は

四 教 号 試 域 は 土
号 育 及 験 内 干 地
ま 又 び 研 に 拓 を
で は 第 究 お す 開

金 に 学 十 機 い る 墾
掲 術 号 関 て こ す

曜 げ 研 か の 木 と る
る 究 ら 用 竹 。 こ

災 二 く 設 も に 高（
害 メ は の お 仮 さ（
を ー 林 幅 と い 設 が
防 ト 道 員 な て の 五
止 ル を 二 る 、 も メ
す を 新 メ 場 高 の ー
る 超 築 ー 合 さ を ト
た え し ト に が 除 ル
め る 、 ル お 五 く を
の も 改 以 け メ 。 超
ダ の 築 下 る ー ） え
ム と し の 改 ト を 、
を な 、 水 築 ル 新 若

十 又 掲 画 護 す 年
二 は げ に 法 る 農
条 漁 る 基 行 林（
第 業 も づ 昭 為 省
四 を の い 和 令（
項 営 を て 二 条 第
第 む 除 行 十 例 五
七 た く う 六 第 十
号 め 。 行 年 三 四
及 に ） 為 法 十 号
び 行 律 二 ）（
第 う 条 第 条 第
十 行 例 三 第 二

お 域 九 。 域 る け 障十
い 等 号 ） 等 も る 害二
て に 及 の に の 漁 と号
準 お び 許 お の 業 なか
用 け 第 可 け ほ 権 るら
す る 十 を る か に 植第
る 森 二 受 森 、 係 物十
場 林 号 け 林 次 る を四
合 法 か た 法 に 水 除号 を 第 ら 者 第 掲 産 去ま 含 三 第 が 三 げ 動 すで む 十 十 行 十 る 植 るに 。 四 四 う 四 行 物 こ掲

、 調
地 査
動 又
、 は
地 施
球 設
磁 の
気 保
、 守
地 の
球 支
電 障
気 と

日 も と 第 地 を と
の し 十 内 伐 。
を て 四 に 採
除 行 号 お す
く う ま い る
。 行 で て こ
） 為 に 試 と

掲 験 。（
条 げ 研
例 る 究
第 も と
三 の し
十 を て
二 除 行

新 る 又 路 又 を 築 し
築 場 は を は 超 し く
す 合 増 除 増 え 、 は
る に 築 く 築 、 改 床
こ お す 。 を 又 築 面
と け る ） 含 は し 積
。 る こ 又 む 床 、 の
改 と は 。 面 又 合
築 幅 ） 積 は 計（
又 改 員 。 の 増 が
は 築 が 合 築 百
増 後 二 計 す 平
築 又 メ が る 方
を は ー 百 こ メ

号 為 第 百 四 十
か 。 三 十 項 二
ら た 十 三 第 条
第 だ 二 号 十 の
十 し 条 ） 三 十
四 、 第 第 号 一
号 次 四 十 及 第
ま に 項 七 び 一
で 掲 第 条 第 号
に げ 七 第 十 に
掲 る 号 一 四 規
げ も 及 項 号 定
る の び に に す
も を 第 規 掲 る

） 条 号 当 条 為 を とげ に 第 ま 該 第 採 。る 規 二 で 許 二 捕も 定 項 に 可 項 す
の す 各 掲 に る（
を る 号 げ 係 同 こ
除 行 に る る 法 と
く 為 該 も 行 第 。
。 当 の 為 四（
） 条 す を 十（
又 例 る 除 条 四
は 第 場 く 例 条
森 三 合 。 第 に
林 十 の ） 三 お

又 な
は る
水 植
象 物
の を
観 除
測 去
の す
支 る
障 こ
と と
な 。
る
植

条 く う
第 。 行
四 ） 為
項 （
第 条

六 五 四
安 規 に 行
の 定 規 電 気 う 測
た す 定 気 象 こ 量
め る す 事 、 と 法
の 熱 る 業 地 。 第

含 増 ト 平 と ー
む 築 ル 方 ト（
。 後 を メ 改 ル
） に 超 ー 築 を
。 お え ト 後 超

第
三 二 一 二 な（
る げ 十 立 け

地 こ 森 る 第 一 入 れ
下 と 林 行 四 条 制 ば
に 。 の 為 条 限 な
お 保 第 条 地 ら

の 除 十 定 げ 事
く 号 す る 業
。 か る も 若

ら 保 の し
第 護 を く

２ 第
記 二 十（

前 載 十 非 為 知 一 ヲ
項 し 条 常 に 事
の た 災 附 が 条 工
届 届 条 害 帯 指 例 作
出 出 例 に す 定 第 物

法 二 同 十 い
施 条 項 二 て
行 第 条 準（
規 四 同 第 用
則 項 法 四 す

ル ヌ リ
為 物 存 七 規 条

法 法 犯 を の ニ 十 定 の
令 令 罪 除 新 関 条 す 十
又 に の く 築 ス 第 る 第

物
を
除
去
す

チ ト
三

文 十 鉄
化 二 道
財 条 施

行 供 ガ 法 象 三
為 給 ス 第 、 条
施 工 二 地 の
設 作 条 動 規
又 物 第 、 定
は 、 一 地 に
工 熱 項 球 よ
業 供 第 磁 る
用 給 十 気 測
水 事 四 、 量
道 業 号 地 又
事 法 に 球 は
業 規 電 水（

い 護 五 例 区 な
て 管 号 第 内 い
、 理 ラ 三 へ 。
鉱 若 、 十 の
物 し 第 三 立
を く 十 条 入
採 は 九 第 り
掘 野 条 四 の
し 生 第 項 制
、 鳥 一 第 限
又 獣 号 二 の
は の ニ 号 対
土 保 、 の 象

書 書 第 対 る す 三 の
に を 三 す 行 る 十 修
は 提 十 る 為 方 二 繕
、 出 二 必 法 条 の
行 し 条 要 及 第 た
為 て 第 な び 四 め
地 行 十 応 限 項 の
の う 項 急 度 第 行
位 も の 措 内 六 為
置 の 規 置 に 号
を と 定 と お に
明 す に し い 掲
ら る よ て て げ

は 基 予 。 並 ル 一 埋 一
こ づ 防 ） び 法 項 蔵 項
れ く 又 に 律 の 文 の
に 検 は 条 第 規 化 規
基 査 捜 例 二 定 財 定
づ 、 査 第 条 に 、 に
く 調 、 三 第 よ 同 よ
処 査 遭 十 一 り 法 り
分 そ 難 二 項 仮 第 指
に の 者 条 の 指 六 定
よ 他 の 第 規 定 十 さ
る こ 救 四 定 さ 九 れ
義 れ 助 項 に れ 条 た

保 第 設
護 四 、
法 項 軌
第 第 道
二 七 に
十 号 関
七 及 す
条 び る
第 第 工
一 十 作
項 号 物
の か 又
規 ら は

法 昭 定 気 路
第 和 す 又 業
二 四 る は 務
条 十 電 水 法
第 七 気 象 第
六 年 工 の 二
項 法 作 観 条
に 律 物 測 第
規 第 、 を 一
定 八 ガ 行 項

九 す 十 ス う の
る 八 事 こ 規
工 号 業 と 定
業 ） 法 。 に

石 護 ヘ 規 と
を 増 若 則 な
採 殖 し で ら
取 を く 定 な
す 行 は め い
る う ノ る 行
こ こ 又 行 為
と と は 為 ）
。 又 同 は

は 条 、
そ 第 次
の 十 に
た 号 掲
め リ げ

か 。 る の す る
に 届 行 る 行
し 出 為 も 為
た は の の で
縮 、 届 に あ
尺 第 出 附 っ
五 十 ） 帯 て
万 八 す 同
分 条 る 条
の 第 行 第
一 一 為 九
以 項 又 項
上 各 は 第
の 号 前 三

務 ら そ 第 よ た 第 重
の に の 七 り 史 一 要
履 類 他 号 認 跡 項 有
行 す こ 及 定 名 の 形
と る れ び さ 勝 規 民
し 行 ら 第 れ 天 定 俗
て 為 に 十 た 然 に 文
行 類 号 物 記 よ 化
う す か 件 念 り 財
行 る ら の 物 指 、
為 行 第 保 又 定 同

為 十 存 は さ 法
四 の 旧 れ 第
号 た 重 、 五

定 第 索
に 十 道
よ 四 施
り 号 設
指 ま を
定 で 維
さ に 持
れ 掲 し
た げ 、
重 る 又
要 行 は
文 為 管
化 を 理
財 除 す

用 第 第 よ
水 二 二 る
道 条 条 水
施 第 第 路
設 四 十 測
の 項 二 量
保 に 項 を

の か る
標 ら も
識 ヲ の
を ま と
設 で す
置 に る
す 掲 。

地 に 各 号
形 掲 号 の
図 げ に 規
を る 掲 定
添 事 げ に
付 項 る よ
し を 行 り

ま め 要 若 十
で の 美 し 七
に 行 術 く 条
掲 為 品 は 第
げ 等 同 一（
る 建 ノ 法 項
行 築 保 第 に

、 く る
同 。 こ
法 ） と
第 （
五 条
十 例
六 第
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２ 第 ２
の 二 た 五 四（

条 と 十 監 図 前
例 す 三 視 面 項 立 立
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て 申 て 請
は 請 準 ）
、 書 用

を さ 第 一
変 れ 六 月
更 た 十 三
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る 又 う ロ は 高 メ
た は 出 か 土 さ ー
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及 に 地
び 附 内
条 帯 で
例 す 行
第 る う
三 行 行
十 為 為
七 （

定 、 示
め 商 は
る 号 、
要 又 認
件 は 定
は 名 を
、 称 取
次 、 り
の 主 消

一 い た さ
一 ず る れ

れ 事 た
か 務 保
に 所 護

の 号 に 登 あ
事 又 よ 記 っ
業 は る 簿 て
計 名 告 の は
画 称 示 謄 、
を 、 は 本 現
告 主 、 並 に
示 た 認 び 行
し る 定 に っ
て 事 を そ て
行 務 受 の い
う 所 け 役 る
も の た 員 業
の 所 保 の 務

計 日 あ を 、
画 っ 知 条
書 て 事 例
及 は に 第
び 、 提 四
次 商 出 十
に 号 し 条
掲 又 な 第
げ は け 三
る 名 れ 項
書 称 ば の
類 、 な 認
を 主 ら 定
添 た な を

計 日 提 第 す 第
画 出 四 る 三
書 し 十 。 十
を な 条 七
添 け 第 条
付 れ 二 第
し ば 項 三
な な の 項
け ら 確 の
れ な 認 証
ば い を 明
な 。 受 書
ら け は
な よ 、

条 建
第 築
三 物
項 を
の 設
証 置
明 す
書 る
） こ

と
を
除
く
。

該 の 管
当 所 理
す 在 事
る 地 業
こ 及 を
と び 行
と 代 っ

と 在 護 氏 の
す 地 管 名 概
る 及 理 及 要
。 び 事 び を
代 業 略 記
表 を 歴 載
者 行 を し

付 る い 受
し 事 。 け
な 務 よ
け 所 う
れ の と
ば 所 す
な 在 る

い う そ
。 と れ

す ぞ
る れ
と 別
き 記
は 第
、

）
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十 公 推
日 緑 日 都 二 団 第 進
本 資 本 市 条 等 六 員
鉄 源 道 基 ） 章 は
道 公 路 盤 条 、
建 団 公 整 例 雑 別
設 団 備 第 則 記

北 海

３ ２ 第 ５
る の 進 三 （
こ 条 知 推 員 十 希 監
と 例 事 進 」 一 少 視
が の は 員 と 条 野 員
で 規 、 は い 生 は
き 定 推 、 う 条 動 、
る に 進 名 。 例 植 別
。 違 員 誉 ） 第 物 記

道 公 報

４ ３ ２ 第
行 期 員 三 （
為 知 は 監 監 」 十 希
が 事 、 視 視 と 条 少
あ は 前 員 員 い 野
っ 、 任 の は う 条 生
た 監 者 任 、 。 例 動
と 視 の 期 非 ） 第 植
認 員 残 は 常 は 四 物

号外第

２
四 三

条 し を に 課 い
例 前 た 修 大 従 程 て
第 三 も め 学 事 を 生
四 号 の て 等 し 修 物
十 に で 卒 に た め 学
六 該 あ 業 お も て 、
条 当 る し い の 卒 地

号

二 一
あ

学 る 通 平
校 こ 算 成
教 と し 十
育 。 て 三
法 三 年
に 年 十

公 公 五 第
団 団 十 十

一 号
条 様
第 式
一 の
項 身
の 分
規 証
則 明
で 書
定 を
め 携

反 が 職 は 四 保 第
し 、 と 、 十 護 九
、 そ し 知 八 推 号
そ の 、 事 条 進 様
の 職 任 が 第 員 式
他 務 期 委 一 ） の
推 の は 嘱 項 身
進 遂 三 す の 分
員 行 年 る 希 証
た に と 。 少 明
る 支 す 野 書
に 障 る 生 を
ふ が 。 動 携

め が 任 、 勤 、 十 保
ら 職 期 一 と 知 七 護
れ 務 間 年 す 事 条 監
る の と と る が 第 視
場 遂 す す 。 任 一 員
合 行 る る 命 項 ）
は に 。 。 す の
、 堪 た る 希
解 え だ 。 少
任 な し 野
す い 、 生
る と 監 動
こ 認 視 植

第 す こ た て で 業 学
二 る と 者 農 あ し 、
項 者 。 で 学 る た 農
の と あ 、 こ 者 学
証 同 っ 林 と で 、
明 等 て 学 。 あ 林
書 以 、 、 っ 学
は 上 通 水 て 、
、 の 算 産 、 水
別 知 し 学 通 産
記 識 て 、 算 学
第 及 一 獣 し 、
八 び 年 医 て 造

基 以 一
づ 上 月
く 自 三
大 然 十
学 環 日
又 境
は の
高 保
等 全
専 又 金
門 は
学 動 曜
校 植

る 帯
公 し
団 、
等 関
は 係
、 人
次 に
に 提
掲 示
げ し
る な
も け
の れ
と ば

さ あ 植 帯
わ る 物 し
し と 保 、
く き 護 関
な 、 推 係
い そ 進 人
非 の 員 に
行 職 提（
が 務 以 示
あ を 下 し
っ 怠 こ な
た っ の け
と た 条 れ
き と に ば

と め 員 物
が る が 保
で 場 欠 護
き 合 け 監
る 又 た 視
。 は 場 員
監 合 （
視 に 以
員 お 下
と け こ
し る の
て 補 条
ふ 欠 に
さ の お

号 経 以 学 一 園
様 験 上 そ 年 学
式 を 動 の 以 そ
に 有 植 他 上 の
よ す 物 動 自 他
る る の 植 然 自
も と 繁 物 環 然
の 認 殖 の 境 環
と め に 繁 の 境
す ら 関 殖 保 の
る れ す に 全 保
。 る る 関 に 全
者 行 し 関 に

政 て す 関

物 日（
次 の
号 繁
に 殖
お に
い 関
て す

る「
大 行
学 政
等 事
」 務
と に
い 従

す な
る ら
。 な

い
。

勝 に の ぼ 事 崩
天 よ 十 文 た 森 を 壊
然 る 第 化 山 林 行 危

は き お な
、 、 い ら
解 又 て な
任 は い「
す こ 推 。

同 同 項 同
急 法 河 法 地 に 海 法
傾 第 川 第 す 規 岸 第

わ 監 い
し 視 て
く 員 「
な の 監
い 任 視

第
一 三

ハ ロ イ 十
た 場 指 三

次 後 傷 合 国 定 条
砂 に 三 病 若 希（
防 掲 十 そ あ し 少 条

事 必 る し
務 要 行 て
に な 政 必
従 課 事 要
事 程 務 な

十 十 十 十 九 八（
国 基 三 二 一
等 づ 環 簡 雇
に き 公 北 中 境 易 用
関 設 有 海 小 事 保 ・
す 立 地 道 企 業 険 能

う 事
。 し
） た
に 者
お で

七 六 五

労 水 地
働 資 域
福 源 振
祉 開 興

記 史 一 財 崩 法 う 険
念 跡 項 保 壊 第 こ 区
物 名 の 護 防 四 と 域
の 勝 規 法 止 十 。 の
仮 天 定 第 工 一 管
指 然 に 二 事 条 理
定 記 よ 十 を 第 を
の 念 る 七 行 三 行
た 物 重 条 う 項 い
め の 要 第 こ に 、
の 指 有 一 と 規 又
行 定 形 項 。 定 は
為 若 民 の す 同

斜 八 法 二 べ 定 法 一
地 条 第 条 り す 第 条
の に 六 第 等 る 三 に
崩 規 条 四 防 海 条 規
壊 定 第 項 止 岸 第 定
に す 一 に 法 保 一 す
よ る 項 規 第 全 項 る
る 河 に 定 三 施 に 砂
災 川 規 す 条 設 規 防
害 工 定 る 第 に 定 工
の 事 す 地 一 関 す 事
防 を る す 項 す る を
止 行 河 べ に る 海 行

法 げ 日 の ら く 野 例
第 る 以 他 か は 生 第
二 行 内 の じ 道 動 五
条 為 に 理 め の 植 十
の に 、 由 、 機 物 一
規 伴 知 に 知 関 の 条
定 っ 事 よ 事 又 生 第
に て に り に は き 二
よ 捕 通 緊 通 道 て 項
り 獲 知 急 知 以 い の
指 等 し に し 外 る 規
定 を た 保 た の 個 則
さ す も 護 も 地 体 で

る さ の 住 業 団 福 力
協 れ 拡 宅 総 祉 開
議 た 大 供 合 事 発
の 土 の 給 事 業 機
適 地 推 公 業 団 構
用 開 進 社 団
除 発 に
外 公 関
等 社 す
） る

法
律
（

事 発 整
業 公 備
団 団 公

団

又 し 俗 規 る 法
は く 文 定 保 第
同 は 化 に 安 二
法 同 財 よ 施 条
第 法 の る 設 第
五 第 指 重 事 三
十 七 定 要 業 項
七 十 、 文 又 に
条 条 同 化 は 規
第 第 法 財 地 定
一 一 第 の す す
項 項 六 指 べ る
に の 十 定 り 急
規 規 九 、 等 傾

に う 川 り 規 工 岸 う
関 こ 区 防 定 事 保 こ
す と 域 止 す を 全 と
る 。 の 工 る 行 区 。
法 管 事 地 う 域
律 理 を す こ の
第 を 行 べ と 管
三 行 う り 。 理
条 い こ 防 を
第 、 と 止 行
一 又 。 区 い
項 は 域 、
に 当 の 又
規 該 管 は

れ る の を の 方 の 定
た 場 に 要 に 公 捕 め
土 合 限 す 限 共 獲 る
地 る る る 団 等 場
の 。 個 。 体 を 合
管 ） 体 ） が す は
理 の 、 る 、
を 捕 試 場 次
行 獲 験 合 に
い 等 研 で 掲
、 を 究 あ げ
又 す の っ る
は る た て も
当 場 め 次 の

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）

一
二

定 定 条 同 防 斜
す に 第 法 止 地
る よ 一 第 法 崩
埋 る 項 五 に 壊
蔵 史 の 十 基 防
文 跡 規 六 づ 止
化 名 定 条 く 工

定 区 理 同
す 域 を 法
る 内 行 第
急 に い 二
傾 お 、 条
斜 い 又 第
地 て は 一

該 合 に に と
土 捕 掲 す（
地 捕 獲 げ る
に 獲 等 る 。
お 等 を も
い を す の
て し る

第
十
条
の
規
定
に



二
イ に

平 掲 条
成 を 工 げ 例
十 設 標 ダ 下 作 る 第
三 置 識 ム 水 物 も 三
年 す 、 又 道 を の 十
十 る く は を 新 二
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ホ
て
行 警 水 同 い 十 る
う 察 道 条 下 う 七 公
行 法 」 第 水 。 号 園
為 と 四 道 ） ） 、（
昭 い 号 法 を 第 緑

道 公 報

都 と た 著 規
市 都 。 め し 雪 定 河
計 市 に い 崩 す 川
画 公 土 被 の る 法
法 園 石 害 防 河 第

号外第

ニ
て

す 次 個 使 の 防 務
る 砂 第 に 体 用 業 又 （
砂 防 四 掲 の し 務 は 当
防 法 条 げ 保 、 、 捜 該
設 第 第 る 護 又 水 査 業

号

財
法 第 を
令 四 調
に 条 査
基 第 す

一 場 い 湖 改 築 条
月 合 、 沼 築 し 第
三 警 水 し 、 四
十 報 位 、 改 項
日 機 調 又 築 の

、 節 は し 許
雨 施 増 、 可
量 設 築 又 を
観 を す は 受

金 測 改 る 増 け
施 築 場 築 る

曜 設 す 合 す べ
、 る る き

和 う に 設 二 地（
二 。 規 昭 置 条 若
十 ） 定 和 し 第 し
九 を す 三 、 一 く
年 設 る 十 又 項 は
法 置 流 三 は 第 墓
律 し 域 年 管 三 園
第 、 下 法 理 号 又
百 又 水 律 す に は
六 は 道 第 る 規 都
十 管 又 七 こ 定 市
二 理 は 十 と す 公
号 す 同 九 。 る 園

法 流 を 止 川 六（
昭 発 受 の 管 条（
和 昭 生 け た 理 第
四 和 監 る め 施 一
十 三 視 お の 設 項
三 十 装 そ 工 の に
年 一 置 れ 事 工 規
法 年 、 の を 事 定
律 法 測 あ 行 を す
第 律 定 る う 行 る
百 第 機 地 こ う 河
号 七 器 域 と こ 川
） 十 そ に 又 と 区

備 二 五 行 の は 路 そ 務
に 条 号 為 た 航 業 の 及
関 の イ に め 空 務 他 び
す 規 か 伴 の 機 そ の 非
る 定 ら う 移 を の 公 常
工 に オ も 動 着 他 共 災
事 よ ま の 又 陸 こ の 害
を り で は さ れ 秩 に
行 指 移 せ ら 序 対（
う 定 ウ 植 る に を 処
こ さ を を こ 類 維 す
と れ 除 目 と す 持 る
。 た く 的 。 る す た

づ 五 る
き 号 こ
国 ウ と
又 に 。
は 掲
地 げ
方 る
公 行
共 為
団 （
体 あ
の ら
任 か

日 水 場 場 行
位 合 合 為
観 で に
測 あ 該
施 っ 当
設 て す
そ 次 る
の に 行
他 掲 為
こ げ を
れ る す
ら も る
に の 場
類 合

） る 条 号 公 等
第 こ 第 ） 園 整
二 と 五 第 若 備
条 。 号 二 し 緊
第 に 条 く 急
一 規 第 は 措
項 定 三 緑 置
に す 号 地 法
規 る に （ （
定 都 規 以 昭
す 市 定 下 和
る 下 す 四「
警 水 る 都 十
察 路 公 市 七

第 九 の お は 。 域
四 号 他 い 火 以
条 ） こ て 山 外
第 第 れ 土 地 の
六 二 ら 砂 、 区
項 条 に の 火 域
に 第 付 崩 山 に
規 一 随 壊 麓 お
定 項 す 等 若 い
す に る に し て
る 規 工 よ く 同
都 定 作 る は 法
市 す 物 災 火 第
計 る を 害 山 三

土 。 と 業 る め
地 ） し 務 た の
以 に て を め 業
外 掲 当 行 の 務
の げ 該 う 業 に
土 る 個 た 務 係
地 行 体 め 、 る
に 為 の に 交 訓
お 捕 、 通 練
い 獲 車 の を
て 等 馬 安 含
同 を 若 全 む
法 す し を 。
第 る く 確 ）

務 じ
と め
さ 、
れ 知
て 事
い に
る 通
遭 知
難 し
者 た
を も
救 の
助 に
す 限

す で
る あ
工 っ
作 て
物 次

の え 又 の 協 法
十 文 る は 場 議 第
第 化 も 増 合 し 二

の 共 公 年（
責 以 下 園 法
務 下 水 等 律
と 道 」 第「
し 下 、 と 六

ホ ニ
個

号 十 前 体 国
か 都 号 ダ 各 そ 若 自
ら 市 か ム 号 の し 衛

画 都 設 を 現 条
施 市 置 防 象 第
設 公 す 止 に 二
で 園 る す よ 項
あ 、 こ る り に

船 使 の 防 務 も
を 郵 用 業 又 法 の（
使 便 し 務 は 当 令 に

一 場 は 保 、
条 合 動 す 犯
に で 力 る 罪
規 あ 船 た の
定 っ を め 予

も て
く 合 若 の 、
は 国 海 漁 し 漁 車
動 若 面 業 く 港 馬

る る
た 。
め ）
の
業

ハ ロ
し

道 、 国
路 又 若
、 は し

一 財 の 築 で 、 十
項 保 と す あ そ 一
の 護 な る っ の 条
規 法 る も て 同 第
定 第 場 の 、 意 二
に 二 合 水 を 項（
よ 十 に 改 平 得 に
る 七 お 築 投 た お
重 条 け 後 影 都 い
要 第 る 又 面 市 て
有 一 改 は 積 計 準
形 項 築 増 が 画 用
民 の 又 築 千 に す

第 公 ら 又 に 他 く 隊
十 園 第 は 掲 の は が
四 等 十 湖 げ 物 道 、
号 を 四 沼 る の の 車
ま 設 号 水 も 捕 機 馬
で 置 ま 位 の 獲 関 若
に し で 調 の 等 又 し
掲 、 に 節 ほ を は く
げ 又 掲 施 か す 道 は
る は げ 設 、 る 以 動
行 管 る を 次 場 外 力
為 理 行 管 に 合 の 船
を す 為 理 掲 地 を

用 事 、 、 捜 該 に 限
し 業 又 水 査 業 基 る
、 と は 路 そ 務 づ 。
又 し 航 業 の 及 き ）
は て 空 務 他 び 国
航 、 機 そ の 非 又
空 郵 を の 公 常 は
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指

月

年 物年 植

）
係
関
条
７
第

事
知

道

で海

ま北

日
月

表

ら 者

か 事日 従
等

獲月

捕

）

証

一
六

印



考
備

平
成 用

十 紙

三 の

年 大

十 き

北 海 道 公 報

事な

従従ば
れ

１２ 条注
ははい

証証な

者者ら

事

号外第

目区方

号

一 さ

月 は

三 、

十 日

日

格
規

業
工

本

金

６

曜

効
獲の

捕そ
、、。

す
と

はっ
に失

際を
の力 件等

帯ら
携か

ず日
必た

し

的域法

）
裏

日

ばに
れ内

け以
な日

。
る

。知
いを
なれ
らこ
な、

け
な
し
納
返
に
事

職
及

道書属 海明
北証所

分

び

式
様
号
３
第
記
別

氏
名

の
物

植
動
生
野
少関

希機

す
関

に
護
保

）
係
関
条
９
第

表

一
七

北
海
道
知

年事

月
日

第
例
条

る

発 よ
に

第定
規

の
項

２
第

条

）

行印

）号身
る



き
大

の
紙

用
考

備

北 海

はは
項問

略第同質

条のに略

道 公 報

第 ２３

で帯し

条 き前し第て

次

る項、１は

の

。の関項な

規係のら

号外第

第

る項捕設

者に獲、 条
知対いに類

北につ等書

道事して係そ

海

号

平
成
十
三
年
十

格
規

業
工

本
日

、
は

さ

て

１定し

第規対

す
と

６

立を

規る述

によ陳

項に
報査、

る検ず

す入せ

定

は

せみく

を拒し

告を若

各

ず、

号

定者規な

の

にに定い

い

よ提に。

ず

る示よ

れ

立しる

か

入な権

に

検け限

該

査れは

当

をば、

す

すな犯

る

るら罪

者

職な捜

他

希は、報るの

員い査

こ定を設の

少、指告施
め立件

生の希求に物

野

検

植例野、ちを

動条少
施動はり査

物の生又入
の指せ

保行植そ、さ

の

若

に必の職定、

護に物
な体に少し

関要個員希

す
一
月
三
十
日

金

裏

曜

の

若げ偽

、妨虚

。
る

）

くを

はし述

く若陳

し、
報避者

の忌た

偽はし

虚
又く
、し
し若
を、
告し

は
、

は。の

、た

そめ

万
円

のに

以

身認

下

分め

の

をら

罰

示れ

金

すた

に

証も

処

明の

す

書と

る

を解

生は

る限の、野く

携釈

例に扱定動関

条度取指

おい希植係

状野のに

抜いの少物者
体問

）、況生個質

粋て

飼せ

可の植、さ

許そ動
栽こ

受必の養る

を他物
施が

てな体培と

け要個

い事の

日

年有 録録録考

登登登備

号日間の

期紙 月 番効用

設所務る

譲を施び業す
対植

しうの在の動

渡行

名

業め称象物

のた名地

。
務の及と

名
名は

氏又

道し
海証
北を

号）
称 商

年野。
少す
希ま

式
様
号
４
第
記
別

、
は
さ
き
大

月月規

）業
工

年年本
日

格

第

月

月植
動
生年

記日日４

付護日 希日保

定の

特物
る 生申す

野で関
けに 少

植あ例
の条 動

請

第

る

らす

号かと

）
係

関
条

第

事
知

道
海
北

日
月

年

。

物っ
た

項

者希２
定第 業

特条 事
証動定

生規 録

野の 登少
に録

業登
事り

物よ
植に 一

八

と
てこ

いた
つし

印

で
ま

、
は



平
成
十
三
年
十

北 海 道 公 報

職
及
び
氏
名

号外第

機 道書属 海明
北証所

分
少関

希

号

式
様

号
５

第
記

別
第

一
月
三
十
日

金

曜

関
に

護
保

の
物

植
動

生
野

条
る

す

）
係

関
条

）
表

日 北
海
道
知

年事

月
日
発
行印

第
例

よ
に

第定
規
の
項
２
第

条

号身
る

の
紙
用

考
備

）

はは

第同質

第 ３
帯し

条 し第て

２
、１は

第

植はりで

物そ、き前 条

は
さ
き
大

北事の書る項

格
規
業

工
本
日
、

項問

６

定し

第規対

略条のに略

規る述

によ陳

項にて

１

、

る検ず

す入せ

定立を

次

を拒し

告を若

報査

の

関項な

各

係のら

号

者規な

の

に定い

い

提に。

ず

示よ

れ

しる

か

な権

に

け限

該

れは

当

ば、

す

な犯

規

海知業職類。の
ら罪

はににの定

道事者員そ
そのよ

少、対、他に

希

立

生の、の物る

野こし
例の定を入

動条そ特件
少査査

物の特希検検

植

す

保行希野さを

の施定
必野動、る

護に少生せ

に

。
る
す

と

裏

一
九

偽

、妨虚

ず、は

せみく
し述

く若陳

し、の

若げ
の忌た

偽はし

虚くを

は

る

し若
を、

告し
報避者

者

な捜

は

い査

、

。の
た
め

万
円

に

以

認

下

め

の

ら

罰

れ

金

た

に

も

処

の

物し員

関要生植若職

と

、

る限植事くは

すな動
に事を関そ

条度物業は

お業行係の

例

関たに分

抜いにう者身

問示

）、しめ質を

粋て

せ証

定告施さす

特報の
こ書

少求にる明

希を設

す

又く
、し

）

野め立

る

解

。

釈 動又入が携

生、ちとを



北 海 道 公 報

所職

属及

機び
氏

関名

号外第

少
希

道書
海明

北証
分

号

６
第

記
別

平号
成様

十式

三
年第

十

関
に

護
保

の
物

植
動

生
野

条
る

す

一条

月関

三係

十）

日

金

表

曜）

北
海
道
知

年事

月
日
発
行印

第
例

第定
規
の
項
３

第
条

）号身
る
よ
に

日

の
紙
用

考
備

は若陳

第同し述略

第 ３４

地はすすも

条 に関影前証第の

２

立係響項明１と

第

内内の等

にに行知保 条

は
さ
き
大

北おお為事護

格
規
業

工
本
日
、

条くを

６

者

第２忌た

略条第はし
若

に規、

項のし

１項避
るは

すよく

定にし

規定
を検に

告入問

報立質

る

次
の

ち者にの書項解

各

入につ規を及釈

号

り質い定携びし

の

、問てに帯第て

い

そさ調よし２は

ず

のせ査る、項な

れ

者、を立関のら

か

が又さ入係規な

に

しはせ検者定い

該

たそる査にに。

当

行のこ又提よ

す

為行とは示る

いのは区
の為が立し権

道事てて実、の

海知い

状の域

希は第同施こ区

項 少、

そ例に

野こ条第況条内

条４号ののお

生の第１

行て

植例項か他施い

動

号第要に前

物の各ら必

に

保行に５な必項

の施

ま項な規

護に掲号事要

に必げ

若し

せ査対

。
る
す
と

裏

しは述

若く陳

、して

ず

、

虚調ず

は入せ

く立を
みく

報拒し

のを若

偽査

る

し妨虚

を、は

告

者

実がで入な限

は

施指き調けは

、

状定る査れ、

況希。をば犯

に少すな罪

万
円

つ野るら捜

以

い生職な査

下

て動員いの

の

検植は。た

罰

査物、め

金

さのそに

に

せ保の認

処

、護身め

要るでに限定
若に分ら

にる

すな行につ度す

関

をげてお者

る限為掲い

所

例にしる報いが

条度
おた行告て
求そし

抜い者為を、有

、はしめの、

粋て又を
こ員は

管監たる職又

）

有

地地にとに占

理視者
のしで生す

区区対が、

）

の

二
〇

す

又、の

、げ偽

る

し及をれ

。

くぼ示た そる地土

区区、き息る

。

域域



平
成
十
三
年
十

北 海 道 公 報

職
及
び
氏
名

号外第

機 道書属 海明
北証所

分
少関

希

号

式
様

号
７

第
記

別
第

一
月
三
十
日

金

曜

関
に

護
保

の
物

植
動

生
野

条
る

す

）
係

関
条

）
表

日 北
海
道
知

年事

月
日
発
行印

第
例

よ
に

第定
規
の
項
３
第

条

号身
る

の
紙
用

考
備

）

拒
第み

第 ３４
帯よ

条 第し土る

２

１、地立

第

よ人あ機

るの知ら会 条

は
さ
き
大

北指土事かを

格
規
業

工
本
日
、

、

６

た
項げ
４妨
第は

略条又

次

て
し

反
違
に
定

規者
の

の

項関の入

各

の係所り

号

規者有を

の

定に者拒

い

に提又み

ず

よ示は、

れ

るし占又

か

立な有は

に

入け者妨

該

りれはげ

当

をば、て

す

すな正は

知定地はじ与
るら当な

、な

道事をに、めえ

海

るちの土け

希はす立そ

ば

野第た入職地れ

少、
めら員の 生

前有ら

動条のせに所な

１地こ項者な

植第実る

は。

の項調との又い

物

第にで定占

保、査が規

必きに有

護
に

。
る
す

と

裏

二
一

に
定

規
の

項
１

第
条

同
、 る

入
立
る

よ

者

職ななら

は

員い理な

、

は。由い

、が。

そな

万
円

のい

以

身限

下

分り

の

を、

罰

示第

金

す１

に

証項

処

明の

るに

関条要るよ者

書規

の

る１限立そ

す第な。

を

例又にり旨

条項度入

はおを

てせ知

抜第いさ通

粋

意

第そう、

）条、よし

員るを

項職す見

１のと

す

を
り

）

規にと述

の

る

を定

。

携に

、

に他はる

定、きべ



北 海 道 公 報

所職

属及

機び
氏

関名

号外第

第
こ

書定
明規

証に
の条

号

８
第

記
別

平号
成様

十式

三
年第

十

るを
す限

帯権
携る

をす
海野

北少
、希

はう
者行

少植
希動

道生

一条

月関

三係

十）

日

金

表

曜）

北
海
道
知

年事

月
日
発
行印

物締
植取

動護
生保

野物
関。
にる
護あ
保で
の員

第
）号例
条
る
す

日

の
紙
用

考
備

３

野分な

生を前事

２
動示２項

第

第第行
わ前 条

、
は
さ
き
大

北条条せ項

格
規

業
工
本

日
６

植す項は

物証に、

保明規規

護書定則

取をすで

締携る定

員帯もめ

」しのる

と、の。

い関ほ

う係か

。者、

規

海知第第るの
）に希

は項項と定

道事１１こ
しでよ

少、、若がに

希

くきり

野職第

生員
第第。事

動の条はる知

項項権

物ち１２の

植う
第はの

保則、又限

の規

第一

護で

に定

。
る
す

と

裏

は提少

、示野

そし生

のな動

権け植

限れ物

をば保

行な護

うら取

とな締

きい員

は。に

、関

部
そし

関め条

る要１第行

する第条を

例を、項職

条件項１う

備第に員

規 抜え

）も第す項

粋る条定次

限い

に項権お

の１るに

一

第第のて

、、

）

二
二

の必

身要 、、を少

条条部希



平
成
十
三
年
十

北 海 道 公 報

氏
名

号外第

住

第
こ

書定所

明規
証に

の条

号

式
様

号
９

第
記

別
第

一
月
三
十
日

金

曜

る野
す少

帯希
携る

をす
海保

北物
、植

は動
者生

少視
希監

道護

）
係

関
条

）
表

日 北
海
道
知

年事

月
日
発
行印

物。
植る

動あ
生で

野員
例
条
る
す

第関
に
護
保
の

号

監れ紙

きけ用

５

考
備

）

２３４

。視ばの

る

第

の補て

条監監欠知ふ 条

に視視の事さ 北

２ 第

わ
せ希 条

さ

はらき

員な大

北る少

第日

記。、

別いは

、な
の格

式規

様業

号工

９本

条お員員監はわ

分６

身

員監く

例いはの視、し

非期の視な

第て、任
期が行

条監常は任員い

員と１は職為

第視勤、

のあ

項」す年、務が

１

。す任遂っ

にとると前
にと

定うる者行た

規い
る）た残堪認

す。。の

海
道
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に

、動

道事め生

海知た野

野希少物

少、希植

希は
動監

動野生護

生少野保

の植物員

物動植視

植生
監し

護の護関

保物保に

に保

携
を。

書る

明す

証と

裏

関
、

し
帯

二 係

三

希はだ任えめ

示
提

に
人

、間いれ

少、し期なら
認場

生事監ととる

野知
植任員るめ合

動が視す

す欠場、

物命が。るは

。た又任

護るけ合解

保

こ

員合監る

視場はす

監

に視

関

以お員と

す
る
条
例
施
行
規
則
抜
粋
）

をな

すに員要

関護視必

例るく項

条す置事

る関
必もは

す則

粋なと規

抜要の、

指め

、。定

視るで

）監

けとが

な
し

）

等。

導る

こるしで

下

行
を



毎
週
火
・
金
曜

北 海 道 公

氏
名

号外報

住

第
こ

書定所

明規
証に

の条

第 号

第
記

別

平号

成様

十式

三
年第

十

日
発
行

る野
す少

帯希
携る

をす
海保

北物
、植

は動
者生

少進
希推

道護

一条

月関

三係

十）

日

金

表

曜）

（
購
読
料

北
海
道
知

年事

月
日
発
行印

物。
植る

動あ
生で

野員
例
条
る
す
関
に
護
保
の

日

第
）号

金（
送
料
と
も
）は
月
額
三 備

千 考

四
百 用四 紙十

け

２３４６

の

推知たな５推れ

のっく

に進事とい進ば

条
第
条

北

２ 第

わ
せ希 条

北る少円 大）

格
規

業
工

本
日
、
は
さ
き ら

お員はき非略員な

６

又が、な

いは、、行は

名進はあ別い

て、推
のた第

推誉員こっ記。

進職が

員と、条と

ののは様

」しそ例き号

解の

い任職規、式

と、
。はのに任身

う期務定

海条
）３遂違す分

道例

希第

少
野条

生第

動１

植項

物に

の規

保定

護す

にる

植

は、動

事め生

知た野
生護

少野保

希少物

、希
植物員

動植進

生動推

野

海

保監し

の護関

物保に 保
の

物
植
動

生
野
少
希
道

護

す
と

裏に

印編発

。
る

刷集行

富北北
海士
道プ
総リ
務ン
部海

にしこ明

は年行反る証

がを

知す支、と書

、と
が。がので携

事る障そ

嘱る推るし

委あ他き帯
係

るき員関

すと進。、
提

のにに

そる人

。、た

関希

務さ示

職ふ

す少

る野

条生

例動
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